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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 
イノシシ、サル、ヌートリア、タヌキ、シカ、アナグマ、

テン、ツキノワグマ 

計画期間 令和８年度～令和１０年度 

対象地域 山口県玖珂郡和木町全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害面積（被害量） 被害金額 

イノシシ 水稲、野菜、果樹 ０．２０ｈａ ８０千円 

サル （野菜、果樹） － － 

ヌートリア （野菜） － － 

タヌキ （野菜） － － 

シカ （樹木、野菜） － － 

アナグマ 野菜 不明 不明 

テン （野菜） － － 

ツキノワグマ （果樹、養蜂） － － 

  

（２）被害の傾向 

鳥獣による被害、特にイノシシ、アナグマが人の生活圏へ侵入拡大するなど被

害が出ている。被害の程度については、農業共済やＪＡ、農家からの聞き取り

を中心とした被害の把握となっている。 

○イノシシ 

瀬田地区、関ヶ浜地区で、河川敷や土手等を掘り起こすことによって生じる

土壌の流出や、田んぼや畑の農作物の掘り起こし等による被害が報告されて

いる。市街地での出没が増えている。 

○サル 

町内全域で、被害の報告はないものの数件の目撃情報が報告されている。 

○ヌートリア 

町内全域（主に河川や水路周辺）で、被害の報告はないものの数件の目撃情報

が報告されている。 



○タヌキ 

瀬田地区、関ヶ浜地区の山間部を中心に、被害の報告はないものの数件の目

撃情報が報告されている。 

○シカ 

目撃情報や被害の報告はほとんどないものの、近隣市町での目撃情報も増え

てきているため、警戒の必要がある。 

○アナグマ 

町内全域で、畑の農作物の掘り起こし等による被害が発生している。市街地

を含む全域での出没が増加傾向にあり、警戒の必要がある。被害金額や面積

は不明である。 

○テン 

瀬田地区、関ヶ浜地区の山間部を中心に、被害の報告はないものの数件の目

撃情報が報告されている。 

○ツキノワグマ 

数件の目撃情報が報告されている。これまで絶滅のおそれから山口県では保

護獣として保護されてきた経緯があるが、近年では生息数が回復傾向にあり、

近隣市町での目撃情報も増えている。果樹や養蜂に対して被害が発生する恐

れがあるため、警戒の必要がある。 

 

（３）被害の軽減目標 

対象鳥獣 指標 
現状値 

（令和 6年度） 

目標値 

(令和 8 年度) (令和 9 年度) (令和 10年度) 

イノシシ 

被害面積 0.20ha 0.16ha 0.13ha 0.10ha 

被害金額 80 千円 63 千円 50 千円 40 千円 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に関

する取組 

岩国猟友会協力のもとで銃器

による捕獲活動を実施してい

る。 

また、町内のイノシシ出没箇

所に捕獲檻を５基設置してい

る。 

小動物被害に対しては、農業

従事者等からの依頼に応じて、

狩猟免許を保持している町職員

が小動物用捕獲檻を設置してい

る。 

町内の猟友会は高齢化が進ん

でいることに加え、会員数が非

常に少ないために団体としての

活動が困難となっている。 



防護柵の設

置等に関す

る取組 

防護柵の設置に要した費用の

一部を町が補助している。 

農業者個人の設置に対する事

業のため、防護柵設置箇所が点

在する形になっている。 

 

生息環境管

理その他の

取組 

住民から寄せられた有害獣の

目撃情報及び被害情報を岩国猟

友会に報告して情報共有を図

り、被害防止対策を協働してい

る。 

 

岩国猟友会の出動回数は限ら

れるため、日常的な被害防止対

策が困難である。 

 

（５）今後の取組方針 

鳥獣による農林業被害軽減のため、被害状況の調査や今後の対策に必要な情

報の収集を行いつつ、捕獲檻を効果的に設置することによって、有害鳥獣の捕

獲を推進する。 

また、職員や町民への狩猟免許取得推進や、町広報誌等を活用し、鳥獣害対

策に係る知識の普及推進に努める。 

 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

和木町猟友会は、高齢化が進んでいることに加えて、会員数が非常に少ない

ために、団体としての活動が困難となっている。そのため、隣市にある岩国猟

友会と業務委託契約を締結し、各地区の被害状況に応じて銃器及び捕獲檻によ

る捕獲を引き続き実施する。 

 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度～

令和１０年度 
全て 

猟友会等の関係団体と連携して檻や銃器による

効果的な捕獲を推進する。 

また、職員や町民の狩猟免許の取得を推進する。 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

これまでの捕獲実績及び捕獲数の増減を考慮するとともに、毎年適切な個体

数管理が必要であることから、着実な捕獲を継続していく。 

 

 



対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ １５頭 １５頭 １５頭 

ヌートリア ５頭 ５頭 ５頭 

アナグマ ５頭 ５頭 ５頭 

テン ５頭 ５頭 ５頭 

 

捕獲等の取組内容 

非狩猟期間にイノシシの出没情報が報告された場合には、岩国猟友会に情報

提供し、有害鳥獣捕獲の許可を出して銃器による捕獲を行う。 

 また、狩猟期間にイノシシの出没情報が報告された場合には、岩国猟友会に

情報提供をし、捕獲の協力を依頼する。 

 ヌートリア、アナグマ、テンについては、４月から１０月を中心に被害状況

により小動物用捕獲檻による捕獲を行う。 

 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 該当なし 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 柵の種類 
整備内容 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ 

金網柵 

トタン柵 

電気柵 

その他 

イノシシによ

る被害が顕著

な地区に設置

する。 

 

イノシシによ

る被害が顕著

な地区に設置

する。 

 

イノシシによ

る被害が顕著

な地区に設置

する。 

 

 

 



（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 
取組内容 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ 

侵入防止柵を設置

している土地の所

有者に、維持管理

の啓発を実施する

。 

 

侵入防止柵を設置

している土地の所

有者に、維持管理

の啓発を実施する

。 

 

侵入防止柵を設置

している土地の所

有者に、維持管理

の啓発を実施する

。 

 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度～

令和１０年度 
全て 

被害地域での対策協議や、地域住民に関する捕

獲活動の理解・啓発を推進する。 

 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

和木町 関係機関との連絡調整及び連携、現地調査、情報

収集。 

山口県岩国農林水産事務所 情報の提供、対策の助言と指導。 

 

岩国猟友会 町からの依頼により駆除・捕獲。 

 

岩国警察署 住民被害の恐れがあるときの出動。 

 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住
民
等 

岩国警察署 

岩国猟友会 

安全確保 

 

情報収集 

 

警邏活動 

 

危険回避 

措置 

（情報提供） （通報） 

（出動要請） （出動） 

（出動） 

（出動） 

和木町 

山口県岩国 

農林水産事務所 

（情報提供） 



７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲等をした対象鳥獣は、和木町最終処分場で埋設及び岩国市のサンライズ

クリーンセンターで焼却処分する。 

 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 

 

 

 町内には、野生鳥獣を食肉へ加工可能な施設がない

こと、イノシシの年間捕獲頭数が少ないこと等から、

食品として利用促進することが困難であるため、取り

組む予定がない。 

 

ペットフード 

 

 

 町内には、野生鳥獣を食肉へ加工可能な施設がない

こと、イノシシの年間捕獲頭数が少ないこと等から、

ペットフードとして利用促進することが困難であるた

め、取り組む予定がない。 

 

皮革 

 

 

 町内には、野生鳥獣を食肉へ加工可能な施設がない

こと、イノシシの年間捕獲頭数が少ないこと等から、

皮革として利用促進することが困難であるため、取り

組む予定がない。 

 

その他 

（油脂、骨製品、角

製品、動物園等での

と体給餌、学術研究

等） 

町内には、野生鳥獣を食肉へ加工可能な施設がない

こと、イノシシの年間捕獲頭数が少ないこと等から、

イノシシの活用が困難であるため、取り組む予定がな

い。 

 

（２）処理加工施設の取組 

 町内のイノシシの年間捕獲頭数が少ないため、処理加工施設を建設する

予定はない。 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 町内のイノシシの年間捕獲頭数が少ないこと等から、捕獲等をしたイノ

シシの有効利用のための人材育成の取組が困難であるため、取り組む予定

がない。 

 

 



９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 和木町鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

和木町  協議会の運営、各種機関との連絡調整 

和木町猟友会  鳥獣捕獲の実施体制と個体処理 

山口県農業協同組合和木支所  農業者の被害状況把握と調整 

山口県岩国農林水産事務所  情報の提供、対策の助言と指導 

和木町農業振興研究会  農業者の被害状況把握と調整 

和木町里山研究会  林業者の被害情報の把握 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

 町内各自治会  駆除等の期間に地元での安全啓発・周知 

 岩国猟友会  隣市として広域での協同駆除の連携 

 岩国市農林振興課  隣市として広域での協同駆除の連携 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 実施隊がなくても有効な対応が取れている。今後、実施隊が必要になったと

きは設置を検討する。 

 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 岩国猟友会に依頼・連携し、効果的な有害鳥獣の捕獲を実施する。 

 また、狩猟免許取得の啓発を行い、免許保持者の増加を促進する。 

 

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 鳥獣被害が多く確認される地域では、捕獲檻や猟銃での捕獲を積極的に実施

し、被害の軽減に努める。 

 

 


